
公布した規則一覧

令和８年
公布
番号

規則名

1
杉並区子ども・子育て支援給付に関する規則の一部を改正
する規則

2 杉並区契約事務規則の一部を改正する規則

3
杉並区長の権限に属する事務の一部を委任する規則の一部
を改正する規則

4 杉並区立自転車駐車場条例施行規則の一部を改正する規則

5
杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する規則の一部を改正
する規則



杉並区子ども・子育て支援給付に関する規則の一部を改正する規則を公布する。

令和８年１月７日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区規則第１号

杉並区子ども・子育て支援給付に関する規則の一部を改正する規則

杉並区子ども・子育て支援給付に関する規則（平成２６年杉並区規則第８７号）

の一部を次のように改正する。

第１６条を第２１条とし、第１５条の次に次の５条を加える。

（乳児等支援給付認定申請書）

第１６条 府令第２８条の２２第１項の申請書は、乳児等支援給付認定申請書（第

１４号様式）によるものとする。

（乳児等支援給付認定申請却下通知書）

第１７条 区長は、法第３０条の１５第１項の規定による申請があった場合におい

て、当該申請を行った者が乳児等支援給付を受ける資格を有すると認められない

ときは、乳児等支援給付認定申請却下通知書（第１５号様式）により、その旨を

当該申請を行った者に通知するものとする。

（乳児等支援給付認定取消通知書）

第１８条 府令第２８条の２５第１項の規定による通知は、乳児等支援給付認定取

消通知書（第１６号様式）により行うものとする。

（乳児等支援給付認定変更届）

第１９条 府令第２８条の２６第１項の届書は、乳児等支援給付認定変更届（第１

７号様式）によるものとする。

（乳児等支援給付認定証再交付申請書）

第２０条 府令第２８条の２７第２項の申請書は、乳児等支援給付認定証再交付申

請書（第１８号様式）によるものとする。

第１３号様式の次に次の５様式を加える。



第１４号様式（第１６条関係）

杉並区長　宛

子ども・子育て支援法第３０条の１５第１項の規定により、以下のとおり乳児等支援給付認定の申請をします。

フリガナ

フリガナ

フリガナ

障害者手帳等の有無

配慮すべき事項の詳細

障害者手帳等の有無 　□有　　□無 障害に係る
手当等の受給状況

□身体障害者手帳
□療育手帳
□精神障害者保健福祉手帳
□特別児童扶養手当
□障害年金

障害者手帳等の有無 　□有　　□無 障害に係る
手当等の受給状況

□身体障害者手帳
□療育手帳
□精神障害者保健福祉手帳
□特別児童扶養手当
□障害年金

〒

　□有　　□無
障害に係る

手当等の受給状況

3

性別

生年月日 性別

生年月日

申請者との
続柄

現住所
□申請者と同じ
□申請者と異なる

〒
申請者との

続柄

その他配慮すべき事項
の有無

　□有　　□無 配慮すべき事項の詳細

その他配慮すべき事項
の有無

　□有　　□無

氏名

氏名

現住所
□申請者と同じ
□申請者と異なる

〒
申請者との

続柄

氏名

児童との
続柄

乳児等支援給付の認定を
受けようとする児童

確認を希望する児童の数

1

その他配慮すべき事項
の有無

　□有　　□無

2

□身体障害者手帳
□療育手帳
□精神障害者保健福祉手帳
□特別児童扶養手当
□障害年金

配慮すべき事項の詳細

□申請者と同じ
□申請者と異なる

現住所

□現住所と同じ
□現住所と異なる

〒

生年月日 性別

メールアドレス

乳児等支援給付認定申請書

申請者（保護者）
(法人の場合は、法人の
名称、代表者の氏名及び
主たる事務所の所在地)

フリガナ

生年月日

前年１月１日時
点の住所

□現住所と同じ
□現住所と異なる

〒

電話番号

氏名

現住所
〒

本年１月１日時
点の住所



 

第１５号様式（第１７条関係） 

                                第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

杉並区長       印 

 

乳児等支援給付認定申請却下通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった乳児等支援給付認定の申請については、  

下記の理由で却下したので通知します。 

 

記 

 

  

児 童 氏 名  

保 護 者 氏 名  

理 由  

 

 

（教示） 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して３月以内に、杉並区長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日

の翌日から起算して６月以内に、杉並区を被告として（訴訟において杉並区を代表す

る者は、杉並区長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に

対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に提起することがで

きます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審

査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請

求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合に

は、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後で

あっても、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場

合があります。 



第１６号様式（第１８条関係） 

第     号 

 年  月  日 

          様 

 

杉並区長       印 

 

乳児等支援給付認定取消通知書 

 

子ども・子育て支援法第３０条の１８第１項の規定により、下記のとおり乳児等支

援給付認定を取り消したので、通知します。 

 

記 

認定証を  年  月  日までに      へ返還してください。 

 

（教示） 

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して３月以内に、杉並区長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日

の翌日から起算して６月以内に、杉並区を被告として（訴訟において杉並区を代表す

る者は、杉並区長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に

対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に提起することがで

きます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審

査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請

求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合に

は、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後で

あっても、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場

合があります。 

認 定 番 号  

児 童 
氏 名  

生年月日  

保 護 者 

氏 名  

生年月日  

住 所  

取 消 年 月 日  

認 定 有 効 期 間 年  月  日 から    年  月  日 まで 

取 消 し の 理 由  



第１７号様式（第１９条関係）

杉並区長 宛

届出者氏名

　 子ども・子育て支援法第３０条の１７の規定により、次のとおり乳児等支援給付認定の変更を届け出ます。

フリガナ

フリガナ

氏名

フリガナ

氏名

フリガナ

氏名

フリガナ

氏名

　以下に、変更箇所と内容を記載します。

変更箇所

変更内容

住所

電話番号

生年月日

　□　氏　　　　□　住所　　　□　電話番号　　　□　その他　　　　　

□　変更前の氏　  　（　　　  　　　　                        　　）
□　変更前の住所　　（　　 　  　　　　　　　　             　　　）
□　変更前の電話番号（　　　  　　　　　 　　　             　　　）
□　その他変更事項  （　　 　  　　　　　　             　　　　　）

変更理由 　□　婚姻等　　　　□　引越し　　　□　その他　（　　　　　　　　　　　　　）　　　　

生年月日 　　年　　　月　　　日生

生年月日 　　年　　　月　　　日生

　　　　　　　 　年　　　月　　　日生

生年月日 　　年　　　月　　　日生

　　年　　月　　日

乳児等支援給付認定変更届

生年月日 　　年　　　月　　　日生

メールアドレス

保護者名



 

第１８号様式（第２０条関係） 

 

 年  月  日 

杉並区長 宛 

 

乳児等支援給付認定証再交付申請書 

 

住 所              

保護者氏名（続柄）      （  ）   

生 年 月 日     年  月  日  

電 話 番 号   （   ）      

法人の場合は、法人の名称、代表者の氏名 

及び主たる事務所の所在地 

 

 

 

下記のとおり、乳児等支援給付認定証の再交付を申請します。 

 

記 

 

申請に係る児童氏名（続柄）         

生 年 月 日       年  月  日 

 

 

申請の理由 

（該当するものに〇） 

１ 汚損・破損 ２ 紛失 ３ その他 

（具体的な状況） 

 

 

 

 

 

※これまで使用していた乳児等支援給付認定証を添付すること（紛失を除く。）。 



附 則

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の

日から施行する。

２ 改正後の第１４号様式及び第１５号様式による用紙については、この規則の施

行の日前においても使用することができる。



杉並区契約事務規則の一部を改正する規則を公布する。

令和８年１月２８日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区規則第２号

杉並区契約事務規則の一部を改正する規則

杉並区契約事務規則（昭和３９年杉並区規則第１９号）の一部を次のように改正

する。

第２６条第１項及び第２８条中「１３０万円」を「２００万円」に改める。

別表の１の項中「１，３００，０００円」を「２，０００，０００円」に改め、

同表の２の項中「８００，０００円」を「１，５００，０００円」に改め、同表の

３の項中「４００，０００円」を「８００，０００円」に改め、同表の４の項中

「３００，０００円」を「５００，０００円」に改め、同表の６の項中「５００，

０００円」を「１，０００，０００円」に改める。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の１の項から４の項まで及

び同表の６の項の改正規定は、令和８年４月１日から施行する。

２ 改正後の第２６条第１項、第２８条及び別表の規定は、令和８年４月１日以後

に締結する契約について適用する。



杉並区長の権限に属する事務の一部を委任する規則の一部を改正する規則を公布

する。

令和８年１月２８日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区規則第３号

杉並区長の権限に属する事務の一部を委任する規則の一部を改正する規則

杉並区長の権限に属する事務の一部を委任する規則（昭和３８年杉並区規則第１

７号）の一部を次のように改正する。

第１条の表中

「
１，３００，０００円を超え 総務部経理課長

３０，０００，０００円未満

（工事の請負に係る契約の内

容に変更があり、変更後の当

該契約の金額が３０，００

０，０００円以上の場合を含

む。）

５００，０００円を超え１， 政策経営部長（政策経営部

３００，０００円以下 営繕課にあつては、総務部

経理課長）

区民生活部長

を保健福祉部長

子ども家庭部長

都市整備部長

環境部長

会計管理室長

教育委員会事務局次長

総務部経理課長

５００，０００円以下 杉並区契約事務規則（昭和

３９年杉並区規則第１９

号。以下「契約事務規則」

という。）第２条第１項に

定める課長

」

「
２，０００，０００円を超え 総務部経理課長

３０，０００，０００円未満

（工事又は製造の請負に係る

契約の内容に変更があり、変

更後の当該契約の金額が３

０，０００，０００円以上と

なる場合を含む。） に、

２，０００，０００円以下 杉並区契約事務規則（昭和



３９年杉並区規則第１９

号。以下「契約事務規則」

という。）第２条第１項に

定める課長

」

５００，０００円を超え３ 総務部経理課長

０，０００，０００円未満

（契約の内容に変更があり、

変更後の当該契約の金額が３

０，０００，０００円以上の を
場合を含む。）

５００，０００円以下 契約事務規則第２条第１項

に定める課長

」

「
１，０００，０００円を超え 総務部経理課長

３０，０００，０００円未満

（契約の内容に変更があり、

変更後の当該契約の金額が３

０，０００，０００円以上と に、
なる場合を含む。）

１，０００，０００円以下 契約事務規則第２条第１項

に定める課長

」

８００，０００円を超え１ 総務部経理課長

０，０００，０００円未満

（契約の内容に変更があり、

変更後の当該契約の金額が１

０，０００，０００円以上の

場合を含む。）

５００，０００円を超え８０ 政策経営部長

０，０００円以下 区民生活部長

保健福祉部長 を
子ども家庭部長

都市整備部長

環境部長

会計管理室長

教育委員会事務局次長

総務部経理課長

５００，０００円以下 契約事務規則第２条第１項

に定める課長

」

「
１，５００，０００円を超え 総務部経理課長

１０，０００，０００円未満

（契約の内容に変更があり、

変更後の当該契約の金額が１

０，０００，０００円以上と



なる場合を含む。）
に、

１，５００，０００円以下 契約事務規則第２条第１項

に定める課長

」

「前各欄以外」を「前各項以外の契約」に、

「
４００，０００円を超え３ 総務部経理課長

０，０００，０００円未満

（物件の借入れに係る契約の

内容に変更があり、変更後の

当該契約の金額が３０，００

を０，０００円以上の場合を含

む。）

４００，０００円以下 契約事務規則第２条第１項

に定める課長

」

「
８００，０００円を超え３ 総務部経理課長

０，０００，０００円未満

（物件の借入れに係る契約の

内容に変更があり、変更後の

当該契約の金額が３０，００
に、

０，０００円以上となる場合

を含む。）

８００，０００円以下 契約事務規則第２条第１項

に定める課長

」

「（前各欄」を「（前各項」に改める。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。



杉並区立自転車駐車場条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。

令和８年１月３０日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区規則第４号

杉並区立自転車駐車場条例施行規則の一部を改正する規則

杉並区立自転車駐車場条例施行規則（平成６年杉並区規則第８号）の一部を次の

ように改正する。

第８条第１項中「ぞれぞれ所定額」を「当該各号に定める額」に改め、同項第２

号ア及びイ中「使用料」の次に「の額」を加え、同項に次の１号を加える。

(３) 定期使用の使用期間中に、駐車場の定期使用者の責めに帰することができ

ない事由により当該駐車場の使用が不能となった日がある場合 次に掲げる額

ア １月を単位とする定期使用 全額

イ ３月を単位とする定期使用 既納の使用料を３で除した額に、当該駐車場

の使用が不能となった期間の初日の属する月から当該期間の末日の属する月

までの月数（以下「使用不能月数」という。）を乗じて得た額（１円未満の

端数がある場合は、これを切り捨てる。以下この号において同じ。）

ウ ６月を単位とする定期使用 既納の使用料を６で除した額に、使用不能月

数を乗じて得た額

第６号様式中「あて」を「宛」に、「使用不要期間」を
「
使用

不要
期間 に改め

不能 」

る。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則の施行の際、改正前の第６号様式による用紙で、現に残存するものは、

所要の修正を加え、なお使用することができる。



杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する規則の一部を改正する規則を公布する。

令和８年１月３０日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区規則第５号

杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する規則の一部を改正する規則

杉並区廃棄物の処理及び再利用に関する規則（平成１２年杉並区規則第７７号）

の一部を次のように改正する。

第３条中「プラスチック製容器包装」を「プラスチック使用製品（ペットボトル

を除く。）」に改める。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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